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1.自動車運転者に係る労働時間等に関する状況

2.トラック運転者の働き方改革の推進に向けた

主な取組



1.自動車運転者に係る労働時間等に関する状況



自動車運転者に係る労働時間の推移（広島県）
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広島県の自動車運転者の年間の総労働時間数の推移

産業計

タクシー運転者

バス運転者

トラック運転者

（※）トラック運転者の労働時間数は、営業用大型貨物自動車運転手の労働時間数を表したもの。

出典：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」

・自動車運転者は、依然として長時間・過重労働が課題となっている。

・広島県における令和５年の自動車運転者の年間総労働時間数は、タクシー運転者は産業計と同水準であるものの、バス運転者は４８０
時間、トラック運転者（※）は５６４時間多くなっている。



道路貨物運送業を重点とした監督指導の状況（広島労働局）
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（広島労働局）
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・令和６年度に道路貨物運送業を重点とした監督指導を行った事業場に係る労働基準関係法令の違反率は８６．７％と高く、令和２年
度以降、同水準で推移している。

・令和６年度の労働基準関係法令の主な違反事項の違反率は、労働時間４３．３％、割増賃金の支払２０．０％、労働時間の状況の把握
１１．７％となっている。
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道路貨物運送業を重点とした監督指導の状況（広島労働局）
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改善基準告示（※）の違反率の推移（広島労働局）
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・令和６年度に道路貨物運送業を重点とした監督指導を行った事業場のうち、６８．３％にあたる４１事業場において、改善基準告示違
反が認められた。

・令和６年度の改善基準告示の主な違反事項の違反率は、総拘束時間２５．０％、最大拘束時間４８．３％、休息期間４０．０％、最大
運転時間３０．０％、連続運転時間３３．３％となっている。

（※）自動車運転者の労働時間等の改善のための基準（平成元年労働省告示第７号）



労働基準監督署における指導事例（広島労働局）

コメント
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・労働基準監督署では、法令違反が疑われるトラック事業者に対し監督指導を実施し、トラック運転者の労働条件の確保に取り組んでい
る。

・改正後の改善基準告示に関して、指導を行った事例は以下のとおり。

■ 食料品の配送業務に従事しているトラック運転者に、時間外・休日労働に関する協定（３６協定）で定めた特別延長時間

を超える違法な時間外労働（１か月当たり１４１時間）が認められたため、是正勧告した。

■ 改善基準告示に関し、①１か月の拘束時間が３１０時間（最大３４３時間）を超えていること、②連続運転が４時間を超

えていることが認められたため、是正勧告した。

■ 荷役時間等が記録されておらず、運行状況の管理が不適切であることを認めたため、労働時間の適正な把握について指導

した。

■ 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策について、調査審議等が行われていなかったため、

指導した。

労働基準監督署の指導



２ .トラック運転者の働き方改革の推進に向けた

主な取組



トラック運転者の働き方改革の推進に向けた主な取組
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● 労働基準監督署による荷主への要請

● トラック・物流Gメンへの協力

● 周知広報

取引慣行の改善に向けた取組

● 労働時間等説明会の開催等

● 働き方改革推進支援助成金による支援

● 働き方改革推進支援センターによる支援

トラック事業者を支援する取組



労働基準監督署による荷主への要請（トラック）
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（全国）



労働基準監督署による荷主への要請（トラック）

・賃金水準の向上に向けて、賃金の原資となる適正な運賃を支払うことを周知している（「標準的運賃」の周知）。

・令和６年５月１５日にいわゆる物流法が改正され、荷待ち時間等の削減に新たな努力義務が課されたことを周知している。
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荷主への要請時に配布するリーフレット「STOP！ 長時間の荷待ち」



荷主への要請状況（広島労働局）

・令和４年度以降の荷主への要請状況は以下のとおり。

荷主への要請状況
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年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

要請事業場数 ４０ ２６５ ２１１ １５７

※令和７年度は、令和７年１１月末日現在。

（広島労働局）



「トラック・物流Gメン」（国土交通省）との連携
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労働時間等説明会の開催等（トラック）

・賃金水準の
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労働時間等説明会の開催状況

年度 開催回数（回） 事業場数（社）

令和５年度 ３１ ５２１

令和６年度 １９ ２３４

令和７年度 ９ ２０２

※令和７年度は、令和７年９月末日現在。

（広島労働局）

・貨物自動車運送業の事業場において長時間労働抑制等に向けた自主的な取組が促進されるよう、時間外労働の上限規制を中心とした労

働時間に関する法制度の周知、理解の促進に向けた説明会、事業場への個別訪問による支援を行っている。

個別訪問支援の状況

年度 訪問事業場数

令和５年度 １９７

令和６年度 １６

令和７年度 ６

※令和７年度は、令和７年１１月末日現在。

（広島労働局）



自動車運転者の労働時間改善に向けた荷主等への対策事業
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働き方改革推進支援助成金
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中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業
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